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本研究の目的は、日本の国際協力における日本企業による関与・ 参画に関する考察を通じ

て、特に日本企業によるアジアの開発への貢献のあり 方を明らかにするこ と である。そのた

め本研究では、国際協力における日本企業の関与・ 参画・ 役割を肯定的なものと して捉える

立場をと る  。 また、 日本の政府開発援助（ ODA） 、 経済協力、 国際協力と いう 3つの視角か

ら 、 日本企業が担う 具体的な役割を考察する。  

そして、日本企業が果たすアジアの開発への貢献は、日本の ODAを実施する政府機関であ

る国際協力機構（ JICA） をはじめと する官が担う 役割に引けを取らない、あるいはそれ以上

に大きい可能性・ 潜在性があるこ と を指摘する。その一方で、日本の国際協力における日本

企業の役割を包括的に考察した先行研究は、管見の限り 見当たらないこ と から 、本研究の目

的・ 内容と もに独自性は高いと 考える。 本研究の概要は、 次の通り である。  

第 1章では、国際協力と 日本企業に関する主要な先行研究を、次の 3つに類型化したう え

で振り 返った。 1つ目は、 円借款を中心と する ODA と 日本企業の視座である。 振り 返り の結

果、この視座と 関連する多く の先行研究でみられた中心的な議論は、日本企業による円借款

への関与・ 参画について、否定・ 肯定・ 中立いずれかの見解・ 立場を示すものであるこ と が

確認された。その一方で、相手国の現況やニーズを十分踏まえたう えで、円借款の政策やオ

ペレーショ ンに日本企業が関与・ 参画するこ と の是非や意義について踏み込んだ考察を行

っている議論は、 限定的であるこ と が判明した。  

2つ目は、 経済協力と 日本企業の視座である。 振り 返り の結果、 この視座と 関連性の高い

先行研究は、①企業による投資や貿易、ならびに②これらを円滑に進めるための経済インフ

ラの整備への企業の関与・ 参画に関する議論であるこ と を明ら かにした。①に関しては、膨

大な数の優れた先行研究が存在するなか、本研究と の関連性がと り わけ高い 3つの先行研究

における主な議論を、 視点別に分類・ 整理した。 他方、 ②に関しては、 OOF を通じた経済イ

ンフラの整備に関する最近の動向を概観すると と もに、 ODA を通じた経済インフラの整備に

関する主な議論については、 プロジェク ト 借款について考察を行った第 3 章に包含した。  

3つ目は、 国際協力と 日本企業の視座である。 この視座からの振り 返り では、 まず企業を

国際協力における中心的な主体と して位置づけたう えで、相手国において果たし得る貢献の

あり 方を考える必要があるこ と を示した。同時に、なぜ日本企業は、収益の追求のみならず、

相手国において事業を通じた貢献を果たそう と するのか、と いう 点を考えるこ と が重要と な

るこ と も指摘した。 なぜならば、 これらの視点は、 ODA と 日本企業の視座、 及び経済協力と

日本企業の視座に関する先行研究では、ほと んど提示されていないためである。こ う したな

か、 本研究においてこれらの視点からの考察を行う う えでと り わけ参考になる先行研究は、

松野（ 2018） による 「 企業と 社会論」 あるいは「 企業と 社会関係論」 、 及び久賀他（ 2006）

による「 開発支援型の企業活動によるアプローチ」 と 関連する議論であるこ と を明らかにし

た。 また、 「 外部性の内部化」 や「 三方よし 」 に関する視点や議論も 、 国際協力と 日本企業

の関係を捉えるう えで有用であるこ と を示した。  

第 2章では主に、日本の国際協力の 1つの形態である ODA のなかで企業が果たす役割を整

理・ 概観した。 主と して考察の対象と した期間は、 国際協力銀行（ JBIC） の円借款部門と

JICA が統合した 2008年から 2019年までであった。 また、 企業が果たす役割については、
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日本の大企業のみならず、中小企業も考察の対象と した。第 1章の構成と 要旨は、主に次の

通り であった。  

第 1節では、従来の主要 ODA スキームである有償資金協力・ 無償資金協力・ 技術協力の内

容、及び各スキームにおける企業の役割を整理・ 概観した。その結果、いずれのスキームに

おいても 、日本企業を中心と する企業は、従来の主要 ODA スキームのプロジェク ト サイク ル

全体において、重要な役割を担っているこ と が確認された。また、昨今の円借款は、東南ア

ジアと 南アジア向けが大半であると と もに、運輸や電力・ ガス分野と いった経済開発関連の

協力への比重が大きいと いった特徴があるこ と を明ら かにした。  

第 2節では、まず従来の主要 ODA スキームにおける日本企業による参画を促すための新た

な取り 組みを整理・ 概観した。次に、①日本の中小企業の途上国展開支援を目的と する新た

な ODA スキーム、及び②企業による持続可能な開発目標（ SDGs） への貢献を支援する新たな

ODA スキームについて、 それぞれ整理・ 概観した。 その結果、 特に①については、 事業規模

の面では ODA予算全体のなかで 0.5%にも満たない一方で、 農業・ 食品・ サービス業・ 医療

福祉等を含む多様な分野を対象と して、大学・ 地方銀行・ 自治体等を含む多様な関係者と の

連携のも と 展開されているこ と から 、近年の日本の ODA 政策のなかでの大きなパラダイムシ

フト の 1つと いっても過言ではないと いう 見方を示した。  

第 3章では、プロジェク ト 借款における日本企業の役割を考察した。第 2章で概観した通

り 、中小企業による ODA への参画が昨今注目を浴びてはいるものの、日本の ODA において中

心的な役割を担ってきた企業体は日本の大企業である。特に日本の大企業による役割は、ODA

のなかで最大の事業規模で行われているプロジェク ト 借款において顕著である。第 3章の構

成と 要旨は、 主に次の通り であった。  

第 1節では、プロジェク ト 借款を通じて経済インフラの整備に注力する日本側の事情・ 動

因を考察した。その結果、事情・ 動因と しては、円借款の前身と される戦後賠償案件から日

本企業と 結びついたインフラ整備が行われていたこ と 、日本自身がインフラ整備を通じた復

興・ 経済成長を遂げた経験を有するこ と 、財政面での事情などが関係しているこ と を明らか

にした。  

第 2節では、相手国にと ってのプロジェク ト 借款の意義や利点を考察した。その結果、低

金利や長期返済と いった金銭面での利点以上に、日本から相手国への技術移転や人材育成と

いった非金銭面での意義や利点が相手国においては昨今高まっているこ と を明らかにした。

こ う した相手国の期待に応えるためには、できるだけ多く の円借款事業にできるだけ多く の

日本企業と 日本人が直接参画するこ と を促す「 顔の見える支援」を行う こ と が重要と なるが、

そのう えで鍵と なるのは円借款の調達条件であると いう 点を議論した。  

第 3節では、 参画企業にと ってのプロジェク ト 借款の意義や利点を考察した。 その結果、

日本企業にと って、 プロジェク ト 借款は主にソブリ ン・ フッ ク 効果に伴う 各種リ スク の軽

減・ 回避と いった側面で意義や利点があると いう 点を指摘した。  

第 4節では、最近の日本企業によるプロジェク ト 借款への参画の状況と 傾向について、簡

易的な定量分析を行った。その結果、日本企業によるプロジェク ト 借款への参画については、

①総合商社・ ゼネコン・ 大手メ ーカーと いった大企業による受注が中心である、②東南アジ
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アと 南アジアでの事業受注が全体の約 85%を占める、③鉄道・ 電力等の経済開発を目的と し

た事業の受注が中心である、 と いった特徴あるいは偏り があるこ と が確認された。  

第 4章では、主に昨今のミ ャンマーを対象と した事例研究を通じて、現在及び今後のミ ャ

ンマーのニーズ・ 期待にも可能な限り 応え得る三位一体型経済協力のあり 方を、日本企業が

果たす役割に焦点をあてながら模索・ 提示した。第 4章の構成と 要旨は、主に次の通り であ

った。  

第 1節では、 1980年代後半に提唱された日本の援助・ 投資・ 貿易が一体と なった三位一

体型経済協力（ 「 従来モデル」 ） を振り 返った。 従来モデルの振り 返り は、 三位一体型経済

協力と 関連する主な先行研究の確認を通じて行った。その結果、従来モデルは、援助の基軸、

経済協力の主体、他国と の差別化、対象国・ 地域の差異と いった点で、十分に熟慮・ 留意さ

れていない部分もあるこ と から 、 これを再考する余地があるこ と が確認された。  

第 2節では、三位一体型経済協力が現在活発に行われているミ ャンマーにおける日本に対

する経済協力ニーズの検討・ 考察を通じて、従来モデルの再考を試みた。再考は、関連する

政策や政府間協議の振り 返り を通じた政策レベル、及び実施機関や民間セク ターからの聞き

取り や国民のニーズの把握を通じたオペレーショ ナル・ レベルの両面から行った。 その結

果、昨今のミ ャンマーによる日本に対する三位一体型経済協力のニーズ・ 期待は、総じて高

いこ と が確認された。  

第 3節では、従来モデルの限界を乗り 越えると と もにミ ャンマーの経済協力ニーズにも可

能な限り 応え得る新しい三位一体型経済協力（ 「 新しいモデル」 ） を提示した。 新しいモデ

ルは、プロジェク ト 借款を援助の主軸に据えると と もに、援助・ 投資・ 貿易いずれにおいて

も 、日本企業と 現地企業間と の連携を重視しながら 、裾野産業の育成と 地方農村開発・ 平和

構築を志向する経済協力であるこ と を論じた。  

第 5章では、第 4章に引き続き、ミ ャンマーを事例と して、三位一体型経済協力に関する

考察を行った。 具体的には、 第 5章では、 第 4章で提示した「 プロジェク ト 借款が主軸」 、

「 企業間連携の重視」 、 「 裾野産業の育成」 、 「 地方農村開発・ 平和構築への志向」 と いう

4つの特性・ 機能を有する新しいモデルについて、 「 スト ッ ク 型」 と 「 フロー型」 の 2つの

タイプに区分したう えで、ミ ャンマーを事例と して検証・ 考察を行った。第 5章の構成と 要

旨は、 主に次の通り であった。  

第 1節では、新しいモデルの「 スト ッ ク 型」 について、 ミ ャンマーにおける取り 組みの現

況を概観した後に、スト ッ ク 型の効果を高めるう えでの課題を特定し、最後に課題を乗り 越

えるための対策を提言した。 その結果、 ティ ラワ経済特別区（ SEZ） 開発をはじめと するミ

ャンマーにおけるスト ッ ク 型の現在の取り 組みは、プロジェク ト 借款により 良好なインフラ

が整備されているこ と が影響した結果、日本企業による投資・ 貿易を促進し、ミ ャンマーの

雇用創出や外貨獲得などにおいて貢献を果たしているこ と が確認された。しかしながらその

一方で、新しいモデルが重視する企業間連携や裾野産業の育成、地方農村開発・ 平和構築へ

の志向と いった点では、いく つかの課題がみられた。そのため、こ う した課題を乗り 越える

ための具体的且つ現実的な方途を提言した。  

第 2節では、新しいモデルの「 フロー型」 について、 ミ ャンマーにおける取り 組みの現況
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を概観した後に、フロー型の効果を高めるう えでの課題を特定し、最後に課題を乗り 越える

ための対策を提言した。具体的には、まずミ ャンマーでは、コンサルタント やコント ラ ク タ

ー業務の主契約者と しての応札資格を原則日本企業と 現地企業の共同企業体（ JV） に限定す

る「 JUMP方式」  が複数の円借款事業で導入されているこ と を述べた。 また、 こ う した事業

では企業間連携に基づく 事業の実施が実現するため、 JUMP 方式をできるだけ多く の事業に

適用するこ と が重要であるこ と を指摘した。他方、ミ ャンマーの地方農村開発を目的と した

円借款事業については、 日本企業によるコント ラ ク ターと しての参画がみられないこ と か

ら 、 参画を促すための具体的な制度改善の必要性を提言した。  

第 6章では、 ODAによる支援が昨今開始されると と もに、新しいモデルを推進する担い手

になり 得る日本の中小企業による国際協力に関する考察を行った。具体的には、途上国が抱

える課題への対応を中小企業が事業を通じて行う「 途上国の課題対応型事業」 が果たし得る

相手国への貢献について、主に検討・ 考察を行った。第 6章の構成と 要旨は、主に次の通り

であった。  

第 1節では、新しいモデルが重点を置く 「 裾野産業の育成」 と 「 地方農村開発・ 平和構築

への志向」 と いう 東南アジアが抱える大きな課題に対して、日本の中小企業が果たし得る貢

献について検討・ 考察を行った。検討・ 考察にあたっては、①東南アジアの概況、②日本の

中小企業だからこそ果たし得る貢献のあり 方の 2 つに焦点をあてながら議論を展開した。ま

た、先行研究が限られる地方農村開発・ 平和構築への志向については、 3 つの中小企業によ

る取り 組みの事例をみるこ と で、日本の中小企業が東南アジアの地方農村開発・ 平和構築を

志向する担い手になり 得るこ と を明らかにした。  

第 2節では、日本の中小企業による途上国への貢献の原動力と 強みについて検討・ 考察を

行った。まず原動力については、大小を問わず多く の日本企業は、海外で事業を展開する際

に、自社の収益だけではなく 、事業を通じた貢献への想いを顕在的あるいは潜在的に有して

いるこ と を指摘した。 他方、 強みについては、 「 経営者主導の海外展開」 と 「 多様な人材の

活用」 と いう 2つの側面に着目した。前者については、海外展開の迅速さ 、 リ スク への許容

力、相手国の起業家精神の醸成・ 強化と いった点で、中小企業は相対的な強みを有する可能

性があるこ と を明らかにした。後者については、中小企業が日本国内で培った多様な人材の

雇用・ 育成と いう 強みは、教育レベルが低い貧困層や除隊兵士などの雇用が喫緊の課題と な

っている東南アジア諸国において強く 求められているこ と を述べた。  

第 7章では、 中小企業による課題対応型事業を通じた日本国内経済への影響について検

討・ 考察を行った。つまり 、第 7章では、中小企業による途上国の課題対応型事業は、相手

国のみならず、日本国内にも正の効果・ 影響を与え得るこ と を明らかにした。また、検討・

考察にあたっては、課題対応型事業ではない海外事業と の比較も適宜織り 交ぜながら 、議論

を展開した。 第 7章の構成と 要旨は、 主に次の通り であった。  

第 1節では、中小企業が課題対応型事業を展開するこ と で果たし得る社内への貢献を、人

材育成、収益改善・ 事業拡大、イノ ベーショ ンそれぞれの観点から検討・ 考察した。その結

果、課題対応型事業を通じた人材育成効果はそう ではない海外ビジネスと 比較して大きい反

面、収益改善・ 事業拡大のハード ルは通常の海外ビジネスと 比較して高い可能性があるこ と
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を明らかにした。他方、イノ ベーショ ンへの貢献については、両者の間で単純に比較をする

こ と は困難ではあるものの、 課題対応型事業の方が大きく なる可能性があるこ と を指摘し

た。  

第 2節では、社内から視座を広げ、地域に与え得る正の影響について検討・ 考察した。具

体的にはまず、中小企業は地域課題の解決において、大企業では果たすこ と のできない独自

の貢献を果たしているこ と を明らかにした。そのう えで、途上国の課題対応型事業に挑む中

小企業だからこそ果たし得る地域への貢献について、「 ソーシャル・ イ ノ ベーショ ン」や「 ソ

ーシャル・ アント レプレー」 と いった視点から検討・ 考察した。その結果、途上国での課題

対応型事業に取り 組む日本の中小企業は、事業を通じて得た知見・ ノ ウハウを地域に還元す

るこ と によって、 地域の企業・ 個人・ 非政府組織（ NGO） ・ 行政等の多様な利害関係者によ

る地域や途上国を対象と した新たな課題対応型事業の試みを誘発するこ と ができる可能性

を秘めているこ と を述べた。  

第 3節では、中小企業が課題対応型事業を展開するこ と で果たし得る相手国・ 社内・ 地域

への貢献を、通常の海外事業展開と 比較しながら 、定量面から検証するこ と を試みた。その

結果、通常の海外事業展開と 比較した場合、課題対応型事業展開を通じた人材育成効果は相

対的に大きく なる反面、収益改善・ 事業拡大のハード ルも相対的に高く なる可能性があるこ

と が定量的にも支持された。他方、相手国への貢献、並びにイノ ベーショ ンや地域活性化の

観点については、データの不足等から単純な比較は困難であるものの、課題対応型事業では

これらに貢献できる可能性が高いこ と が定量的にも確認された。  

以上のこ と から 、本研究では主に、昨今のミ ャンマーをはじめと するアジアの開発への貢

献を目的と した場合には、①日本の ODAにおいて日本企業が果たす役割は、日本の ODA の実

施機関である JICAが果たす役割と 同等以上の可能性がある  、②日本の経済協力において日

本企業が果たす役割は、 日本政府や JICA が果たす役割より も相対的に大きい可能性・ 潜在

性がある、 ③日本の国際協力において日本の中小企業が果たし得る役割は、 日本政府や

JICA、日本の大企業が果たし得る役割より も相対的に大きい可能性・ 潜在性がある、と いう

含意ないし仮説が一定程度導き出された。  

 


